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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

回次 第57期中 第58期中 第59期中 第57期 第58期 

会計期間 

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日 

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日 

(1) 連結経営指標等     

売上高 (百万円) 12,642 14,226 15,251 29,042 32,257

経常利益 (百万円) 745 905 1,081 2,114 2,936

中間(当期)純利益 (百万円) 110 492 494 1,094 1,755

純資産額 (百万円) 10,763 13,110 14,848 10,934 14,514

総資産額 (百万円) 35,995 37,966 39,024 37,643 39,671

１株当たり純資産額 (円) 400.26 410.20 474.38 406.67 463.70

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 4.10 18.32 18.66 40.69 65.53

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― 18.26 18.57 40.64 65.33

自己資本比率 (％) 29.9 29.0 32.4 29.0 31.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 1,892 1,902 1,170 2,292 3,516

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △541 △379 △561 △1,217 △803

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,489 △714 △951 △3,148 △1,856

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 5,416 4,385 4,205 3,592 4,486

従業員数 (名) 1,091 1,084 1,054 1,084 1,066

(2) 提出会社の経営指標等     

売上高 (百万円) 8,420 9,703 9,451 19,416 21,334

経常利益 (百万円) 514 600 686 1,462 1,930

中間(当期)純利益 (百万円) 413 370 423 1,058 1,316

資本金 (百万円) 5,822 5,822 5,822 5,822 5,822

発行済株式総数 (千株) 27,212 27,212 27,212 27,212 27,212

純資産額 (百万円) 12,612 12,316 13,275 12,289 13,150

総資産額 (百万円) 26,392 26,844 26,631 27,355 27,872

１株当たり配当額 (円) 3.00 4.00 4.00 8.00 10.00

自己資本比率 (％) 47.8 45.9 49.8 44.9 47.2

従業員数 (名) 238 246 247 235 244



(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第57期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

３ 提出会社の１株当たり純資産額、１株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益について

は、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

４ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準

第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号)を適用し

ております。 

  



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容について重要な変

更はありません。 

また、主要な関係会社に異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

(注) 従業員数は、就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除く就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社には労働組合はありません。また、当社グループの一部には労働組合が結成されておりますが、労使関係は

円満に推移しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

空調機器製造販売事業 1,054 

従業員数(名) 247 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原材料価格の動向に留意が必要ななか、企業収益の改善を背景に設

備投資は増加傾向を維持し、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。 

このような経営環境のもと、当業界におきましても建築基準法改正による工事遅延の影響が一部みられるもの

の、ビル建設案件は堅調に推移し、企業の増産設備投資も引き続き高水準を維持しました。 

こうしたなか、当社グループにおきましては、大型建設プロジェクトの受注を確実に獲得するとともに、半導体

関連をはじめとした工場用空調機受注にも機動的に取り組んでまいりました。 

また、中国を中心とするアジア連結子会社も競争激化のなか、各地域の順調な経済成長にも支えられ、概ね堅調

に推移いたしました。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

＜日本＞ 

大型建設プロジェクトや企業の増産設備投資に支えられ、売上高は12,273百万円(前年同期比2.7％増)、

営業利益は789百万円(前年同期比4.4％増)となりました。 

＜アジア＞ 

中国市場等の順調な経済成長に支えられ、売上高は3,747百万円(前年同期比13.2％増)、営業利益は218

百万円(前年同期比85.1％増)と大幅な増益となりました。 

  

この結果、当社グループの売上高は15,251百万円(前年同期比7.2％増)となりました。また、利益面におきまして

は、営業利益は1,063百万円(前年同期比17.8％増)、経常利益は1,081百万円(前年同期比19.4％増)の増益となりま

した。税金等調整前中間純利益は1,081百万円(前年同期比17.7％増)、中間純利益は494百万円(前年同期比0.4％増)

となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ280百万

円減少し、当中間連結会計期間末には4,205百万円(前年同期比4.1％減)となりました。 

  



(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、1,170百万円(前年同期比731百万円収入の減少)

となりました。増加の主な要因は、税金等調整前中間純利益1,081百万円によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、561百万円(前年同期比181百万円支出の増加)と

なりました。減少の主な要因は、海外における新工場移転に伴う設備投資によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、951百万円(前年同期比236百万円支出の増加)と

なりました。減少の主な要因は、借入金の返済及び社債の償還によるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績を示すと次のとおりであります。 

  

(注) 金額は、販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

当中間連結会計期間の受注状況を示すと次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記のほか見込生産を行っている子会社があります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を示すと次のとおりであります。 

  

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

空調機器製造販売事業 15,622 6.8 

区分 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％) 

空調機器製造販売事業 10,921 8.8 6,641 3.0 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

空調機器製造販売事業 15,251 7.2 



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の連結子会社)が対処すべき課題について、重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループの研究開発活動は、技術本部が主体となりマーケティング関連部門と密接な関係をもち、開発コンセ

プトである「環境負荷低減・高効率・長寿命」を長短期の研究課題として市場性重視の新製品開発に取り組んでおり

ます。 

(1) 主力製品である空調機に関しましては、より高度化する最先端半導体・液晶関連、製薬工場等の産業用空調装置

として、一年間の連続運転に耐え、故障や保守点検のために生産工程に悪影響を及ぼさない安心空調機の強いニー

ズに応える「超高信頼性空調機」を開発しております。 

(2) 空調機にコンプレッサーを加えたハイブリッド機「ヒーポン シスパック」をシリーズ化するための研究に着手

し、さらにクールビズ空調のニーズに備え「デシカント空調機における空冷ヒーポン」ユニットの応用研究を行っ

ています。 

(3) ファンコイルユニットにおきましては、病室用に「患者の快適性」を大きく改善する「４床用ＦＣＵ」のシステ

ム開発を進めております。 

(4) 海外市場向けには、年間を通じて高温な外気を効率的に空気調和できるアラブ首長国連邦を中心とした中近東向

け空調機の更なる応用研究を進め、開発コンセプトの「環境負荷低減」に注力いたします。 

なお、当中間連結会計期間の研究開発費は152百万円であります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

特記すべき事項はありません。 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 79,850,000

計 79,850,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月19日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 27,212,263 27,212,263
大阪証券取引所
(市場第二部) 

― 

計 27,212,263 27,212,263 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

新株予約権 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりでありま

す。 

平成17年６月29日定時株主総会決議 

  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円

未満の端数は切り上げるものとします。 

  また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の

結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

  

  
中間会計期間末現在
(平成19年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日) 

新株予約権の数(個) 55 (注)１ 43 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 55,000 43,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり336 (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年７月１日～
平成22年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  336
資本組入額 168 

同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受け

た者(以下、「対象者」

という)は、権利行使時

において当社ならびに当

社子会社の取締役、執行

役員および従業員のいず

れかの地位を保有してい

ることを条件とする。た

だし、役員の任期満了に

伴う退任、定年退職その

他取締役会が正当な理由

があると認めた場合はこ

の限りではない。 

② 対象者が死亡した場合、

相続による新株予約権の

権利行使は認めない。 

③ その他の条件について

は、新株予約権割当契約

で定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 新株予約権を譲渡する場合

は、当社取締役会の承認を要

するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項 

― ― 

 調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

 調整後払込金額＝調整前払込金額× 
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

(注) １ 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。 

２ 新晃持株会は、当社の従業員持株会であります。 

３ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

４ 当社は、自己株式579千株(2.13％)を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。 

５ フィデリティ投信株式会社から平成19年８月22日付で提出された大量保有報告書により、平成19年８月15日現在で以下の

株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末時点における実質所有株式数の確認がで

きませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

  なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 
  

  

６ ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社から平成19年８月21日付で提出された大量保有報告書により、平成19年

８月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末時点における実質

所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 

(百万円) 

平成19年９月30日 ― 27,212 ― 5,822 ― 1,455

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

株式会社明晃 東京都渋谷区松濤二丁目１番11号 3,668 13.47

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 2,587 9.50

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,819 6.68

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,318 4.84

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町一丁目１番５号 1,058 3.89

藤 井   明 東京都渋谷区 807 2.96

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 776 2.85

新晃持株会 大阪市北区南森町一丁目４番５号 691 2.54

ビーエヌピーパリバセキュリテ
ィーズサービスルクセンブルグ
ジャスデックセキュリティーズ 
(常任代理人香港上海銀行東京
支店) 

23, AVENUE DE LA PORTE NEUVE L-2085 
LUXEMBOURG 
(東京都中央区日本橋三丁目11番１号) 

661 2.42

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目２番１号 557 2.04

計 ― 13,945 51.24

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 2,563千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 1,767千株

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

フィデリティ投信株式会社 
東京都港区虎ノ門四丁目
３番１号 城山トラストタワー 

1,500 5.51



  なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 
  

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権１個)含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式461株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

(注) 高・ 低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

ＪＰモルガン・アセット・ 
マネジメント株式会社 

東京都千代田区丸の内二丁目
７番３号 東京ビルディング 

1,395 5.13

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 579,000

― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

26,442,000
26,442 ― 

単元未満株式 普通株式 191,263 ― ― 

発行済株式総数 27,212,263 ― ― 

総株主の議決権 ― 26,442 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
新晃工業株式会社 

大阪市北区南森町 
一丁目４番５号 

579,000 ― 579,000 2.13

計 ― 579,000 ― 579,000 2.13

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高(円) 473 565 585 1,095 1,045 1,090

低(円) 415 448 525 590 760 758



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日ま

で)の中間連結財務諸表、及び前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間財務諸表につい

て、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19

年９月30日まで)の中間連結財務諸表、及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間財務

諸表について、新日本監査法人による中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

    前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金    4,385 4,205   4,486 

２ 受取手形及び売掛金 ※４  14,735 16,097   16,793 

３ たな卸資産    3,406 3,317   3,063 

４ 繰延税金資産    423 405   437 

５ その他    791 845   865 

貸倒引当金    △470 △719   △463 

流動資産合計    23,273 61.3 24,150 61.9   25,183 63.5

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１        

(1) 建物及び構築物   2,879   3,902 2,887   

(2) 機械装置及び 
  運搬具   863   919 798   

(3) 土地   4,672   4,659 4,667   

(4) その他   1,041 9,456 757 10,239 1,427 9,780 

２ 無形固定資産    336 340   335 

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券 ※２ 3,118   2,751 2,795   

(2) 繰延税金資産   334   97 120   

(3) その他   1,652   1,613 1,624   

貸倒引当金   △205 4,900 △169 4,293 △168 4,372 

固定資産合計    14,693 38.7 14,873 38.1   14,488 36.5

資産合計    37,966 100.0 39,024 100.0   39,671 100.0

           



  

    前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形及び 
  買掛金 ※４  7,709 7,915   8,825 

２ 短期借入金 ※２  3,882 5,135   4,620 

３ 一年以内に 
  返済する 
  長期借入金 

※２  2,334 1,948   1,615 

４ 一年以内に 
  償還する社債    445 120   420 

５ 未払法人税等    393 456   606 

６ 賞与引当金    560 555   482 

７ その他    1,827 2,423   1,867 

流動負債合計    17,153 45.2 18,555 47.5   18,437 46.5

Ⅱ 固定負債          

１ 社債    650 530   590 

２ 長期借入金 ※２  3,804 1,855   3,028 

３ 繰延税金負債    856 796   701 

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債    1,142 1,142   1,142 

５ 退職給付引当金    897 948   916 

６ 役員退職慰労引当金    325 344   337 

７ その他    25 2   3 

固定負債合計    7,702 20.3 5,619 14.4   6,719 16.9

負債合計    24,855 65.5 24,175 61.9   25,157 63.4

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金    5,822 15.3 5,822 14.9   5,822 14.7

２ 資本剰余金    4,922 12.9 4,924 12.6   4,922 12.4

３ 利益剰余金    829 2.2 2,320 6.0   1,984 5.0

４ 自己株式    △51 △0.1 △195 △0.5   △209 △0.5

株主資本合計    11,524 30.3 12,872 33.0   12,520 31.6

Ⅱ 評価・換算差額等          

１ その他有価証券 
  評価差額金    769 2.0 786 2.0   925 2.3

２ 土地再評価差額金    △920 △2.4 △920 △2.3   △920 △2.3

３ 為替換算調整勘定    △345 △0.9 △104 △0.3   △231 △0.6

評価・換算差額等 
合計    △496 △1.3 △238 △0.6   △226 △0.6

Ⅲ 少数株主持分    2,083 5.5 2,214 5.7   2,219 5.6

純資産合計    13,110 34.5 14,848 38.1   14,514 36.6

負債純資産合計    37,966 100.0 39,024 100.0   39,671 100.0

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    14,226 100.0 15,251 100.0   32,257 100.0

Ⅱ 売上原価    10,076 70.8 10,666 69.9   22,896 71.0

売上総利益    4,150 29.2 4,584 30.1   9,361 29.0

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 ※１  3,247 22.8 3,520 23.1   6,373 19.7

営業利益    902 6.4 1,063 7.0   2,987 9.3

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息   13   21 35   

２ 受取配当金   28   29 42   

３ 保険配当金収入   21   28 34   

４ 雑収入   67 131 0.9 80 160 1.0 105 217 0.6

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息   92   104 186   

２ 雑支出   36 128 0.9 37 142 0.9 82 268 0.8

経常利益    905 6.4 1,081 7.1   2,936 9.1

Ⅵ 特別利益          

１ 貸倒引当金戻入益   14   ― 48   

２ その他   2 16 0.1 ― ― ― 2 51 0.2

Ⅶ 特別損失          

１ 投資有価証券評価損   4   ― ―   

２ 投資有価証券売却損   ―   ― 196   

３ その他   ― 4 0.0 ― ― ― 11 208 0.7

税金等調整前 
中間(当期)純利益    918 6.5 1,081 7.1   2,779 8.6

法人税、住民税 
及び事業税   365   386 636   

法人税等調整額   21 386 2.7 111 497 3.3 301 937 2.9

少数株主利益    39 0.3 88 0.6   87 0.3

中間(当期)純利益    492 3.5 494 3.2   1,755 5.4

           



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  
  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 5,822 4,922 488 △49 11,184 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当     △134   △134 

 中間純利益     492   492 

 自己株式の取得       △1 △1 

 土地再評価差額金取崩額     △17   △17 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)     

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― 340 △1 339

平成18年９月30日残高(百万円) 5,822 4,922 829 △51 11,524 

  

評価・換算差額等 
少数株主 
持分 純資産合計その他 

有価証券 
評価差額金 

土地再評価
差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 1,009 △938 △321 △250 2,076 13,010 

中間連結会計期間中の変動額             

 剰余金の配当           △134 

 中間純利益           492 

 自己株式の取得           △1 

 土地再評価差額金取崩額   17   17   ― 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △239   △23 △263 7 △256 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △239 17 △23 △245 7 100 

平成18年９月30日残高(百万円) 769 △920 △345 △496 2,083 13,110 



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  
  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 5,822 4,922 1,984 △209 12,520 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当     △159   △159 

 中間純利益     494   494 

 自己株式の処分   1   87 89 

 自己株式の取得       △73 △73 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)     

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― 1 335 13 351

平成19年９月30日残高(百万円) 5,822 4,924 2,320 △195 12,872 

  

評価・換算差額等 
少数株主 
持分 純資産合計その他 

有価証券 
評価差額金 

土地再評価
差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 925 △920 △231 △226 2,219 14,514 

中間連結会計期間中の変動額             

 剰余金の配当           △159 

 中間純利益           494 

 自己株式の処分           89 

 自己株式の取得           △73 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △139   127 △11 △4 △16 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △139 ― 127 △11 △4 334 

平成19年９月30日残高(百万円) 786 △920 △104 △238 2,214 14,848 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  
  

  

(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 5,822 4,922 488 △49 11,184 

連結会計年度中の変動額           

 剰余金の配当(注)     △134   △134 

 剰余金の配当     △107   △107 

 当期純利益     1,755   1,755 

 自己株式の取得       △159 △159 

 土地再評価差額金取崩額     △17   △17 

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)     

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) ― ― 1,495 △159 1,336

平成19年３月31日残高(百万円) 5,822 4,922 1,984 △209 12,520 

  

評価・換算差額等 
少数株主 
持分 純資産合計その他 

有価証券 
評価差額金 

土地再評価
差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 1,009 △938 △321 △250 2,076 13,010 

連結会計年度中の変動額             

 剰余金の配当(注)           △134 

 剰余金の配当           △107 

 当期純利益           1,755 

 自己株式の取得           △159 

 土地再評価差額金取崩額   17   17   ― 

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) △83   90 7 143 150 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) △83 17 90 24 143 1,503 

平成19年３月31日残高(百万円) 925 △920 △231 △226 2,219 14,514 



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間(当期) 
純利益 

 918 1,081 2,779

減価償却費  263 266 564

引当金の増減額(減少：△)  193 346 81

受取利息及び受取配当金  △42 △51 △77

支払利息  92 104 186

為替差損益(差益：△)  △1 △0 △1

投資有価証券売却損益 
(益：△) 

 ― ― 193

売上債権の増減額(増加：△)  398 858 △1,500

たな卸資産の 
増減額(増加：△) 

 △294 △187 106

仕入債務の増減額(減少：△)  375 △722 1,296

未払消費税等の 
増減額(減少：△) 

 △52 △86 28

その他  219 164 154

 小計  2,070 1,773 3,812

利息及び配当金の受取額  41 46 71

利息の支払額  △91 △105 △182

法人税等の支払額  △118 △543 △185

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,902 1,170 3,516

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

有価証券及び投資有価証券の 
取得による支出 

 △15 △42 △90

有価証券及び投資有価証券の 
売却による収入 

 21 5 142

有形固定資産の 
取得による支出 

 △379 △536 △830

有形固定資産の 
売却による収入 

 8 15 12

貸付金の回収による収入  1 2 10

その他  △15 △5 △48

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △379 △561 △803



  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

短期借入金の 
純増減額(減少：△) 

 236 470 954

長期借入れによる収入  1,200 ― 1,200

長期借入金の返済による支出  △1,990 △840 △3,484

社債の償還による支出  △25 △360 △110

自己株式の処分による収入  ― 89 ―

自己株式の取得による支出  △1 △73 △159

配当金の支払額  △133 △159 △241

少数株主への配当金の支払額  ― △78 △15

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △714 △951 △1,856

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 △14 61 38

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額(減少：△) 

 793 △280 894

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 3,592 4,486 3,592

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 4,385 4,205 4,486

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

   連結子会社の数   13社 

   主要な連結子会社名 

    新晃空調工業㈱、岡山新晃

工業㈱、新晃アトモス㈱、

日本ビー・エー・シー㈱、

上海新晃空調設備股份有限

公司 

１ 連結の範囲に関する事項 

   連結子会社の数   11社 

   主要な連結子会社名 

同左 

１ 連結の範囲に関する事項 

   連結子会社の数   11社 

   主要な連結子会社名 

同左 

  

  

  

  

なお、㈱大仁サン・マテッ

ク、新晃テクノス㈱は、当連

結会計年度において清算結了

したため連結の範囲から除い

ております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社の数 

   ２社 

   主要な会社名 新電子工業㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社の数 

   ２社 

   主要な会社名 新電子工業㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社の数 

   ２社 

   主要な会社名 新電子工業㈱ 

 (2) 持分法を適用していない関連

会社(㈱富士昭技研)は、中間純

損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため持分法

の適用から除外しております。 

 (2)     同左  (2) 持分法を適用していない関連

会社(㈱富士昭技研)は、当期純

損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため持分法

の適用から除外しております。 

 (3) 持分法適用会社は、中間決算

日が中間連結決算日と異なるた

め、各社の中間会計期間にかか

る中間財務諸表を使用しており

ます。 

 (3)     同左  (3) 持分法適用会社は、決算日が

連結決算日と異なるため、各社

の事業年度にかかる財務諸表を

使用しております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

  連結子会社のうち、在外連結子

会社(上海新晃空調設備股份有限

公司他４社)の中間決算日は６月

30日であり、中間連結決算日(９

月30日)と異なっておりますが、

決算日の差異が３ヵ月を越えてい

ないため、各社の中間財務諸表を

使用しております。なお、中間連

結決算日との間に発生した重要な

取引については、連結上必要な調

整を行っております。 

  他の連結子会社の中間決算日と

中間連結決算日は一致しておりま

す。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

  連結子会社のうち、在外連結子

会社(上海新晃空調設備股份有限

公司他４社)の決算日は12月31日

であり、連結財務諸表の作成にあ

たっては同日現在の決算財務諸表

を使用し、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 

  他の連結子会社の決算日と連結

決算日は一致しております。 



  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 

     時価のあるもの……中間

決算日の市場価格等に

基づく時価法 

     (評価差額は全部純資産

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 

     時価のあるもの……同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 

     時価のあるもの……決算

期末日の市場価格等に

基づく時価法 

     (評価差額は全部純資産

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定) 

     時価のないもの……移動

平均法による原価法 

     時価のないもの……同左      時価のないもの……同左 

  ② デリバティブ 

     時価法 

  ② デリバティブ取引により生

ずる債権及び債務 

     時価法 

  ② デリバティブ取引により生

ずる債権及び債務 

同左 

  ③ たな卸資産 

    当社及び国内連結子会社 

     原材料……主として移動

平均法に基づく原価法 

     その他のたな卸資産…… 

      個別法に基づく原価法 

    在外連結子会社 

     主として先入先出法に基

づく低価法 

  ③ たな卸資産 

同左 

  ③ たな卸資産 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

    当社及び国内連結子会社 

     ……主として定率法 

      ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)に

ついては定額法を採用し

ております。 

      なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

  建物及び構築物   ５～50年 

  機械装置及び運搬具 ２～12年 

  

    在外連結子会社 

     ……主として定額法 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  建物及び構築物   ７～50年 

  機械装置及び運搬具 ２～12年 

  

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  建物及び構築物   ５～50年 

  機械装置及び運搬具 ２～12年 

  

同左 



  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――― (会計処理の変更) 

 法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年

３月30日 政令第83号))に伴い、当

中間連結会計期間から、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定資産

については改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。なお、

この変更に伴う売上総利益、営業利

益、経常利益及び税金等調整前中間

純利益に与える影響は軽微でありま

す。 

――― 

――― (追加情報) 

 当中間連結会計期間から、平成19

年３月31日以前に取得した有形固定

資産については、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によっておりま

す。なお、この変更に伴う売上総利

益、営業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益に与える影響は軽

微であります。 

――― 

  ② 無形固定資産 

    当社及び連結子会社 

     ……定額法 

    なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用しておりま

す。 

  ② 無形固定資産 

同左 

  ② 無形固定資産 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率等により、貸

倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上

しております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

    従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき計上しており

ます。 

  ② 賞与引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

同左 



  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  ③ 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。 

    なお、会計基準変更時差異

(764百万円)については、15

年による均等按分額を費用処

理しております。 

  ③ 退職給付引当金 

同左 

  ③ 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上して

おります。 

    なお、会計基準変更時差異

(764百万円)については、15

年による均等按分額を費用処

理しております。 

  ④ 役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金の支出に

備えるため、役員退職慰労金

規定に基づく中間期末要支給

額を計上しております。 

  ④ 役員退職慰労引当金 

同左 

  ④ 役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金の支出に

備えるため、役員退職慰労金

規定に基づく期末要支給額を

計上しております。 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

   外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負

債並びに収益及び費用は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定

及び少数株主持分に含めており

ます。 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

同左 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

   外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、

在外子会社等の資産及び負債並

びに収益及び費用は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定及び少数

株主持分に含めております。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

   当社及び国内連結子会社 

   …リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

   在外連結子会社 

   …リース取引の会計処理は、

所在国の会計処理基準によっ

ております。 

    



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理を採用して

おります。 

    なお、為替予約について

は、振当処理の要件を満たし

ている場合は振当処理を、金

利スワップについては特例処

理の要件を満たしている場合

は特例処理を採用しておりま

す。 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

同左 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約   外貨建債権 

金利スワップ  借入金の利息

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

    輸出取引により生ずる外貨

建債権に係る為替変動リスク

を回避するため、先物為替個

別予約を行い、為替変動リス

クをヘッジしております。ま

た、借入金の調達金利の変動

リスクを回避するため、金利

スワップ取引により金利変動

リスクをヘッジしておりま

す。 

  ③ ヘッジ方針 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

    為替予約は振当処理の要件

を満たしております。金利ス

ワップは特例処理の要件を満

たしているため有効性の評価

を省略しております。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (7) その他 

   消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

 (7) その他 

   消費税等の会計処理 

同左 

 (7) その他 

   消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

  中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヵ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっており

ます。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヵ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。 



会計処理の変更 

  

  

追加情報 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」(企業会計基準第５号

平成17年12月９日)及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」(企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日)を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は11,027百万円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表は、改正後

の中間連結財務諸表規則により作成

しております。 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 当連結会計年度より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第５号 平成

17年12月９日)及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」(企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日)を

適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は12,294百万円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表は、改正後の連結財務諸

表規則により作成しております。 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(役員退職慰労引当金) 

 役員退職慰労金は、前中間連結会

計期間は支出時の費用として処理し

ておりましたが、前連結会計年度の

下期において規定に基づく期末要支

給額を役員退職慰労引当金として計

上する方法に変更しております。 

 この変更は前連結会計年度におい

て、当社グループにおける「役員退

職慰労金規定」の整備改定を行った

こと及び役員退職慰労引当金の計上

が会計慣行として定着してきたこと

をふまえ、役員の在任期間にわたり

費用配分することにより、期間損益

の適正化及び財務内容の健全化を図

るために行ったものであります。 

 なお、前連結会計年度の下期にお

いて「役員退職慰労金規定」の整備

改定を行ったため、前中間連結会計

期間は従来の方法によっており、当

中間連結会計期間と同一の方法を採

用した場合と比べ、前中間連結会計

期間の営業利益及び経常利益は13百

万円、税金等調整前中間純利益は

344百万円多く計上されておりま

す。 

――― ――― 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

11,849百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

12,104百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

12,110百万円 

      

※２ 下記の資産は借入金等の担保

に供しております。 

投資有価証券 435百万円

その他 235 

合計 670 

 上記に対応する債務 

短期借入金 330百万円

長期借入金 233 

(１年以内返済分 
100百万円を含む) 

※２ 下記の資産は借入金等の担保

に供しております。 

投資有価証券 183百万円

その他 309 

合計 492 

 上記に対応する債務 

短期借入金 426百万円

長期借入金 133 

(１年以内返済分
66百万円を含む) 

※２ 下記の資産は借入金等の担保

に供しております。 

投資有価証券 406百万円

その他 319 

合計 725 

短期借入金 420百万円

長期借入金 183 

(１年以内返済分 
83百万円を含む) 

      

 ３ 受取手形割引高 

1,132百万円 

 ３ 受取手形割引高 

1,011百万円 

 ３ 受取手形割引高 

1,016百万円 

      

※４ 中間連結会計期間末日の満期

手形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理して

おります。 

   なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であった

ため、次の中間連結会計期間末

日満期手形が中間連結会計期間

末日の残高に含まれておりま

す。 

受取手形 370百万円

支払手形 1,064 

※４ 中間連結会計期間末日の満期

手形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理して

おります。 

   なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であった

ため、次の中間連結会計期間末

日満期手形が中間連結会計期間

末日の残高に含まれておりま

す。 

受取手形 221百万円

支払手形 1,146 

※４ 連結会計年度末日の満期手形

の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しており

ます。 

   なお、当連結会計年度末日は

金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形

が連結会計年度末日の残高に含

まれております。 

受取手形 93百万円

支払手形 1,090 

      

 ５ コミットメントライン契約 

   当社は、資金調達手段の機動

性確保及び資金効率改善を目的

として、取引銀行２行とコミッ

トメントライン契約を締結して

おります。 

   当中間連結会計期間末の借入

未実行残高は、次のとおりであ

ります。 

コミットメント 
ラインの総額 

2,500百万円

借入実行残高 ― 

借入未実行残高 2,500 

 ５ コミットメントライン契約 

同左 

  

  

  

  

   当中間連結会計期間末の借入

未実行残高は、次のとおりであ

ります。 

コミットメント
ラインの総額 

2,500百万円

借入実行残高 300 

借入未実行残高 2,200 

 ５ コミットメントライン契約 

同左 

  

  

  

  

   当連結会計年度末の借入未実

行残高は、次のとおりでありま

す。 

コミットメント 
ラインの総額 

2,500百万円

借入実行残高 ― 

借入未実行残高 2,500 



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

物流費 376百万円

給料賞与 960 

賞与引当金繰入額 268 

退職給付費用 149 

役員退職慰労 
引当金繰入額 

11 

貸倒引当金繰入額 118 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

物流費 332百万円

給料賞与 1,017 

賞与引当金繰入額 283 

退職給付費用 125 

役員退職慰労
引当金繰入額 

12 

貸倒引当金繰入額 236 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

物流費 798百万円

給料賞与 2,219 

賞与引当金繰入額 234 

退職給付費用 183 

役員退職慰労
引当金繰入額 

20 

貸倒引当金繰入額 115 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

  

  
前連結会計年度末 
株式数(千株) 

当中間連結会計期間
増加株式数(千株) 

当中間連結会計期間
減少株式数(千株) 

当中間連結会計期間末
株式数(千株) 

発行済株式    

 普通株式 27,212 ― ― 27,212

自己株式    

 普通株式 325 3 ― 328

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 134 5 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年11月16日 
取締役会 

普通株式 107 利益剰余金 4 平成18年９月30日 平成18年12月８日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加146千株は、取締役会決議による自己株式の取得137千株及び単元未満株式の買取り９千

株であります。 

普通株式の自己株式の株式数の減少265千株は、ストック・オプションの行使によるものであります。 

  

２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

  

  
前連結会計年度末 
株式数(千株) 

当中間連結会計期間
増加株式数(千株) 

当中間連結会計期間
減少株式数(千株) 

当中間連結会計期間末
株式数(千株) 

発行済株式    

 普通株式 27,212 ― ― 27,212

自己株式    

 普通株式 698 146 265 579

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 159 6 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年11月14日 
取締役会 

普通株式 106 利益剰余金 4 平成19年９月30日 平成19年12月10日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加372千株は、取締役会決議による自己株式の取得363千株及び単元未満株式の買取り９千

株であります。 

  

２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

  
前連結会計年度末 
株式数(千株) 

当連結会計年度
増加株式数(千株) 

当連結会計年度
減少株式数(千株) 

当連結会計年度末 
株式数(千株) 

発行済株式    

 普通株式 27,212 ― ― 27,212

自己株式    

 普通株式 325 372 ― 698

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 134 5 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

平成18年11月16日 
取締役会 

普通株式 107 4 平成18年９月30日 平成18年12月８日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 159 利益剰余金 6 平成19年３月31日 平成19年６月29日

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている「現金及び預金」の金額は一

致しております。 

同左  現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている

「現金及び預金」の金額は一致して

おります。 



(リース取引関係) 

  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 １ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

   なお、取得価額相当額は、有

形固定資産の中間期末残高等に

占める未経過リース料中間期末

残高の割合が低いため、「支払

利子込み法」により算定してお

ります。 

  

  
機械装置 

及び運搬具 
(百万円) 

工具器具 
及び備品 
(百万円) 

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額 5 55 61 

減価償却 
累計額 
相当額 

0 34 34 

中間期末 
残高相当額 4 21 26 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 １ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

同左 

  
機械装置
及び運搬具
(百万円) 

工具器具
及び備品
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額 
相当額 5 44 49

減価償却 
累計額 
相当額 

1 31 33

中間期末 
残高相当額 3 12 16

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 １ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

   なお、取得価額相当額は、有

形固定資産の期末残高等に占め

る未経過リース料期末残高の割

合が低いため、「支払利子込み

法」により算定しております。 

機械装置 
及び運搬具 
(百万円) 

工具器具 
及び備品 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

取得価額
相当額 5 47 53 

減価償却
累計額 
相当額 

0 31 31 

期末残高
相当額 4 16 21 

 ２ 未経過リース料中間期末残高

相当額 

   なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、有形固定資産

の中間期末残高等に占める未経

過リース料中間期末残高の割合

が低いため、「支払利子込み

法」により算定しております。 

  

１年以内 9百万円

１年超 16 

合計 26 

 ２ 未経過リース料中間期末残高

相当額 

同左 

１年以内 7百万円

１年超 8 

合計 16 

 ２ 未経過リース料期末残高相当

額 

   なお、未経過リース料期末残

高相当額は、有形固定資産の期

末残高等に占める未経過リース

料期末残高の割合が低いため、

「支払利子込み法」により算定

しております。 

１年以内 8百万円

１年超 12 

合計 21 

 ３ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

  

支払リース料 6百万円

減価償却費相当額 6 

 ３ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 4百万円

減価償却費相当額 4 

 ３ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 11百万円

減価償却費相当額 11 

 ４ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

 ４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 ４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 
  

  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 
  

  

有価証券 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 

    
取得原価 
(百万円) 

  
中間連結貸借
対照表計上額 
(百万円) 

  
差額

(百万円) 

(1) 株式   1,292   2,567   1,275

          

(2) 債券   ―   ―   ―

          

(3) その他   ―   ―   ―

合計   1,292   2,567   1,275

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

   その他有価証券 

  

非上場株式 473百万円

有価証券 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 

    
取得原価 
(百万円) 

  
中間連結貸借
対照表計上額 
(百万円) 

  
差額

(百万円) 

(1) 株式   1,427   2,534   1,106

          

(2) 債券   ―   ―   ―

          

(3) その他   ―   ―   ―

合計   1,427   2,534   1,106

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

   その他有価証券 

  

非上場株式 138百万円



前連結会計年度末(平成19年３月31日) 
  

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末及び前連結会計年度末のいずれにおいても、ヘッジ会計を適用

しておりますので、該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

ストック・オプションの内容 
  

  

有価証券 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 

    
取得原価 
(百万円) 

  
連結貸借対照表
計上額(百万円) 

  
差額

(百万円) 

(1) 株式   1,371   2,574   1,203

          

(2) 債券   ―   ―   ―

          

(3) その他   ―   ―   ―

合計   1,371   2,574   1,203

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

   その他有価証券 

  

非上場株式 141百万円

会社名 提出会社 

決議年月日 平成17年６月29日 

付与対象者の区分及び人数(名) 

当社取締役     ９ 

当社執行役員    ７ 

当社従業員     56 

当社子会社取締役  ６ 

当社子会社従業員  ８ 

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 327,000 

付与日 平成17年８月２日 

権利確定条件 

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社並びに当社

子会社の取締役、執行役員及び従業員のいずれかの地位を保有してい

ることを条件とする。ただし、役員の任期満了に伴う退任、定年退職

その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではな

い。 

対象勤務期間 定めておりません。 

権利行使期間 平成19年７月１日～平成22年６月30日 

権利行使価格(円) 336 

付与日における公正な評価単価(円) ― 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度においてレストラン等の小規模な事業から撤退し、空調機器製造販売事業への集中化を図ったこ

とに伴い、当中間連結会計期間より空調機器製造販売事業の単一事業となりました。従って、開示対象となるセグ

メントがないため記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

当社及び連結子会社の事業は、空調機器製造販売事業の単一事業であります。従って、開示対象となるセグメン

トがないため記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度においてレストラン等の小規模な事業から撤退し、空調機器製造販売事業への集中化を図ったこ

とに伴い、当連結会計年度より空調機器製造販売事業の単一事業となりました。従って、開示対象となるセグメン

トがないため記載を省略しております。 

  



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   アジア……中国 

３ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「追加情報」に記載のとおり、役員退職慰労金は、前中間連

結会計期間は支出時の費用として処理しておりましたが、前連結会計年度の下期において規定に基づく期末要支給額を役

員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。 

  なお、前中間連結会計期間は従来の方法によっており、当中間連結会計期間と同一の方法によった場合と比べ、前中間連

結会計期間の「日本」の営業利益は13百万円多く計上されております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   アジア……中国 

  

  日本(百万円) アジア(百万円) 計(百万円)
消去又は

全社(百万円) 
連結(百万円)

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

11,631 2,595 14,226 ― 14,226

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

317 715 1,033 (1,033) ―

計 11,948 3,311 15,259 (1,033) 14,226

営業費用 11,192 3,193 14,385 (1,061) 13,324

営業利益 756 118 874 28 902

  日本(百万円) アジア(百万円) 計(百万円)
消去又は

全社(百万円) 
連結(百万円)

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

12,068 3,182 15,251 ― 15,251

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

205 565 770 (770) ―

計 12,273 3,747 16,021 (770) 15,251

営業費用 11,484 3,529 15,013 (826) 14,187

営業利益 789 218 1,008 55 1,063



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   アジア……中国 

  

  日本(百万円) アジア(百万円) 計(百万円)
消去又は

全社(百万円) 
連結(百万円)

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

26,094 6,162 32,257 ― 32,257

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

429 1,070 1,500 (1,500) ―

計 26,524 7,233 33,757 (1,500) 32,257

営業費用 23,959 6,883 30,843 (1,573) 29,269

営業利益 2,564 349 2,913 73 2,987



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

   アジア……中国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

   アジア……中国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

   アジア……中国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,078 103 3,182

Ⅱ 連結売上高(百万円) 14,226

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

21.7 0.7 22.4

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,560 91 3,651

Ⅱ 連結売上高(百万円) 15,251

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

23.3 0.6 23.9

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 7,013 147 7,160

Ⅱ 連結売上高(百万円) 32,257

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

21.7 0.5 22.2



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

  

  

(重要な後発事象) 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 410.20円 １株当たり純資産額 474.38円 １株当たり純資産額 463.70円 

１株当たり中間純利益 18.32円 １株当たり中間純利益 18.66円 １株当たり当期純利益 65.53円 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 
18.26円 

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益 
18.57円 

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益 
65.33円 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり中間(当期) 
純利益 

 

 中間(当期)純利益 492百万円 494百万円 1,755百万円

 普通株主に 
 帰属しない金額 

― ― ―

 普通株式に係る 
 中間(当期)純利益 

492百万円 494百万円 1,755百万円

 普通株式の 
 期中平均株式数 

26,885千株 26,507千株 26,788千株

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益 

 

 中間(当期)純利益 
 調整額 

― ― ―

 普通株式増加数 
 (うち新株予約権) 

88千株
(88千株)

128千株
(128千株)

81千株
(81千株)

希薄化効果を有しない
ため、潜在株式調整後
１株当たり中間(当期)
純利益の算定に含めな
かった潜在株式の概要 

――― 

  

―――

  

――― 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 同左 同左 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   1,937   2,229 1,739   

２ 受取手形 ※５ 1,621   1,801 1,688   

３ 売掛金   9,212   9,317 10,765   

４ たな卸資産   703   717 464   

５ その他   458   833 864   

貸倒引当金   △42   △210 △36   

流動資産合計     13,890 51.7 14,689 55.2   15,485 55.6

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1) 建物   1,616   1,516 1,564   

(2) 土地   4,039   4,031 4,038   

(3) その他   164   154 157   

計   5,820   5,701 5,760   

２ 無形固定資産   11   13 10   

３ 投資その他の 
  資産 

          

(1) 投資有価証券 ※２ 4,896   4,467 4,568   

(2) 長期貸付金   912   456 706   

(3) その他   1,438   1,407 1,440   

貸倒引当金   △125   △105 △98   

計   7,121   6,226 6,616   

固定資産合計     12,953 48.3 11,941 44.8   12,387 44.4

資産合計     26,844 100.0 26,631 100.0   27,872 100.0

            



  

    
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形 ※５ 1,579   1,578 1,717   

２ 買掛金   3,343   3,217 3,960   

３ 短期借入金 ※２ 3,061   3,792 3,199   

４ 賞与引当金   230   240 190   

５ その他 ※３ 738   744 887   

流動負債合計     8,953 33.4 9,572 36.0   9,955 35.7

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※２ 3,294   1,672 2,698   

２ 繰延税金負債   479   267 245   

３ 再評価に係る 
  繰延税金負債 

  1,142   1,142 1,142   

４ 退職給付引当金   350   379 366   

５ 役員退職慰労 
  引当金 

  281   295 288   

６ その他   25   25 25   

固定負債合計     5,574 20.7 3,782 14.2   4,766 17.1

負債合計     14,527 54.1 13,355 50.2   14,721 52.8

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     5,822 21.7 5,822 21.8   5,822 20.9

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金   1,455   1,455 1,455   

(2) その他 
  資本剰余金 

  3,467   3,468 3,467   

資本剰余金合計     4,922 18.3 4,924 18.5   4,922 17.7

３ 利益剰余金           

  その他 
  利益剰余金 

          

別途積立金   40   40 40   

繰越利益 
剰余金 

  1,783   2,885 2,621   

利益剰余金合計     1,823 6.8 2,925 11.0   2,661 9.6

４ 自己株式     △51 △0.2 △195 △0.7   △209 △0.8

株主資本合計     12,518 46.6 13,477 50.6   13,197 47.4

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

    719 2.7 718 2.7   873 3.1

２ 土地再評価 
  差額金 

    △920 △3.4 △920 △3.5   △920 △3.3

評価・換算 
差額等合計 

    △201 △0.7 △202 △0.8   △46 △0.2

純資産合計     12,316 45.9 13,275 49.8   13,150 47.2

負債純資産合計     26,844 100.0 26,631 100.0   27,872 100.0

            



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     9,703 100.0 9,451 100.0   21,334 100.0

Ⅱ 売上原価     7,433 76.6 6,990 74.0   16,085 75.4

売上総利益     2,270 23.4 2,461 26.0   5,248 24.6

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

    1,774 18.3 1,956 20.7   3,519 16.5

営業利益     496 5.1 504 5.3   1,729 8.1

Ⅳ 営業外収益 ※２   170 1.8 265 2.9   332 1.5

Ⅴ 営業外費用 ※３   66 0.7 84 0.9   131 0.6

経常利益     600 6.2 686 7.3   1,930 9.0

Ⅵ 特別利益     14 0.1 ― ―   61 0.3

Ⅶ 特別損失 ※４   3 0.0 ― ―   218 1.0

税引前中間 
(当期)純利益 

    611 6.3 686 7.3   1,773 8.3

法人税、住民税 
及び事業税 

  240   277 386   

法人税等調整額   ― 240 2.5 △14 263 2.8 70 457 2.1

中間(当期) 
純利益 

    370 3.8 423 4.5   1,316 6.2

            



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

  

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計 資本 

準備金 
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計 

その他利益剰余金

別途
積立金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余金 
合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 5,822 1,455 3,467 4,922 40 1,565 1,605 △49 12,301

中間会計期間中の変動額      

 剰余金の配当   △134 △134   △134

 中間純利益   370 370   370

 自己株式の取得    △1 △1

 土地再評価差額金取崩額   △17 △17   △17

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)      

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― ― ― ― 218 218 △1 217

平成18年９月30日残高(百万円) 5,822 1,455 3,467 4,922 40 1,783 1,823 △51 12,518

  
評価・換算差額等

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 926 △938 △11 12,289

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当   △134

 中間純利益   370

 自己株式の取得   △1

 土地再評価差額金取崩額   17 17 ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △207 △207 △207

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △207 17 △190 26

平成18年９月30日残高(百万円) 719 △920 △201 12,316



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

  

  

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計 資本 

準備金 
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計 

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計 別途
積立金 

繰越利益
剰余金 

平成19年３月31日残高(百万円) 5,822 1,455 3,467 4,922 40 2,621 2,661 △209 13,197

中間会計期間中の変動額      

 剰余金の配当   △159 △159   △159

 中間純利益   423 423   423

 自己株式の処分   1 1  87 89

 自己株式の取得    △73 △73

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)      

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― 1 1 ― 263 263 13 279

平成19年９月30日残高(百万円) 5,822 1,455 3,468 4,924 40 2,885 2,925 △195 13,477

  
評価・換算差額等

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 873 △920 △46 13,150

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当   △159

 中間純利益   423

 自己株式の処分   89

 自己株式の取得   △73

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △155 △155 △155

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △155 ― △155 124

平成19年９月30日残高(百万円) 718 △920 △202 13,275



前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

  

(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計 資本 

準備金 
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計 

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計 別途
積立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高(百万円) 5,822 1,455 3,467 4,922 40 1,565 1,605 △49 12,301

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当(注)   △134 △134   △134

 剰余金の配当   △107 △107   △107

 当期純利益   1,316 1,316   1,316

 自己株式の取得    △159 △159

 土地再評価差額金取崩額   △17 △17   △17

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額)      

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― ― ― ― 1,056 1,056 △159 896

平成19年３月31日残高(百万円) 5,822 1,455 3,467 4,922 40 2,621 2,661 △209 13,197

  
評価・換算差額等

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 926 △938 △11 12,289

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当(注)   △134

 剰余金の配当   △107

 当期純利益   1,316

 自己株式の取得   △159

 土地再評価差額金取崩額   17 17 ―

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額) △53 △53 △53

事業年度中の変動額合計(百万円) △53 17 △35 861

平成19年３月31日残高(百万円) 873 △920 △46 13,150



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

   子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

   子会社株式及び関連会社株式 

同左 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

   子会社株式及び関連会社株式 

同左 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算期末日の市場価格等

に基づく時価法 

    (評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却

原価は、移動平均法により

算定) 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

    時価のないもの 

同左 

    時価のないもの 

同左 

 (2) デリバティブ 

   時価法 

 (2) デリバティブ取引により生ず

る債権及び債務 

   時価法 

 (2) デリバティブ取引により生ず

る債権及び債務 

同左 

 (3) たな卸資産 

   原材料……移動平均法に基づ

く原価法 

   その他のたな卸資産……個別

法に基づく原価法 

 (3) たな卸資産 

同左 

 (3) たな卸資産 

   評価基準……原価法 

   評価方法 

    製品・未成工事 

       ……個別法 

    原材料……移動平均法 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法 

   ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属設

備を除く)については、定額法

を採用しております。 

   なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

    建物    ５～50年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

  

    建物    ７～50年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

  

    建物    ５～50年 

――― (会計処理の変更) 

 法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年

３月30日 政令第83号))に伴い、当

中間会計期間から、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産につ

いては改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。なお、この

変更に伴う売上総利益、営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益に与

える影響は軽微であります。 

――― 



  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――― (追加情報) 

 当中間会計期間から、平成19年３

月31日以前に取得した有形固定資産

については、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年間で均等

償却する方法によっております。な

お、この変更に伴う売上総利益、営

業利益、経常利益及び税引前中間純

利益に与える影響は軽微でありま

す。 

――― 

 (2) 無形固定資産 

   定額法 

   なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額

法を採用しております。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 (3) 退職給付引当金 

同左 

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

   なお、会計基準変更時差異

(369百万円)については、15年

による均等按分額を費用処理し

ております。 

     なお、会計基準変更時差異

(369百万円)については、15年

による均等按分額を費用処理し

ております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規定

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規定

に基づく期末要支給額を計上し

ております。 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

同左 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５ リース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

５ リース取引の処理方法 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。なお、為替予約につい

ては、振当処理の要件を満たし

ている場合は振当処理を、金利

スワップについては特例処理の

要件を満たしている場合は特例

処理を採用しております。 

６ ヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約   外貨建債権 

金利スワップ   借入金の利息

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

   輸出取引により生ずる外貨建

債権に係る為替変動リスクを回

避するため、先物為替個別予約

を行い、為替変動リスクをヘッ

ジしております。また、借入金

の調達金利の変動リスクを回避

するため、金利スワップ取引に

より、金利変動リスクをヘッジ

しております。 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

   為替予約は振当処理の要件を

満たしております。金利スワッ

プは特例処理の要件を満たして

いるため有効性の評価を省略し

ております。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。 

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

同左 

７ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

同左 



会計処理の変更 

  

  

追加情報 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第５号 平成

17年12月９日)及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」(企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日)を

適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は12,316百万円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表は、改正後の中間財務

諸表等規則により作成しておりま

す。 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 当期より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第５号 平成17年12月９

日)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日)を適用しており

ます。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は13,150百万円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当期における貸借対照表は、改

正後の財務諸表等規則により作成し

ております。 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(役員退職慰労引当金) 

 役員退職慰労金は、前中間会計期

間は支出時の費用として処理してお

りましたが、前事業年度の下期にお

いて規定に基づく期末要支給額を役

員退職慰労引当金として計上する方

法に変更しております。 

 この変更は、前事業年度において

「役員退職慰労金規定」の整備改定

を行ったこと及び役員退職慰労引当

金の計上が会計慣行として定着して

きたことをふまえ、役員の在任期間

にわたり費用配分することにより、

期間損益の適正化及び財務内容の健

全化を図るために行ったものであり

ます。 

 なお、前事業年度の下期において

「役員退職慰労金規定」の整備改定

を行ったため、前中間会計期間は従

来の方法によっており、当中間会計

期間と同一の方法を採用した場合と

比べ、前中間会計期間の営業利益及

び経常利益は９百万円、税引前中間

純利益は294百万円多く計上されて

おります。 

――― ――― 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,669百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,764百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,729百万円 

※２ 担保資産 

  

   上記に対応する債務 

投資有価証券 435百万円

長期借入金 233百万円

(１年以内返済分 
100百万円を含む) 

※２ 担保資産 

  

   上記に対応する債務 

投資有価証券 183百万円

長期借入金 133百万円

(１年以内返済分
66百万円を含む) 

※２ 担保資産 

  

   上記に対応する債務 

投資有価証券 406百万円

長期借入金 183百万円

(１年以内返済分 
83百万円を含む) 

※３ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、「流動負債

(その他)」に含めて表示してお

ります。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

  

――― 

 ４ 偶発債務 

  (1) 下記の会社の金融機関借入

等に対し債務保証を行ってお

ります。 

新晃空調工業㈱ 1,711百万円

新晃アトモス㈱ 656 

TAIWAN SINKO KOGYO 
CO., LTD. 149 

合計 2,517 

 ４ 偶発債務 

  (1) 下記の会社の金融機関借入

等に対し債務保証を行ってお

ります。 

新晃空調工業㈱ 578百万円

新晃アトモス㈱ 466 

TAIWAN SINKO KOGYO
CO., LTD. 159 

SINKO AIR CONDITIONIG
(THAILAND)CO.,LTD. 11 

合計 1,216 

 ４ 偶発債務 

  (1) 下記の会社の金融機関借入

等に対し債務保証を行ってお

ります。 

新晃空調工業㈱ 1,013百万円

新晃アトモス㈱ 546 

TAIWAN SINKO KOGYO  
CO., LTD. 160 

合計 1,720 

  (2) 受取手形裏書譲渡高 

1,153百万円 

  (2) 受取手形裏書譲渡高 

994百万円 

  (2) 受取手形裏書譲渡高 

1,126百万円 

※５ 中間会計期間末日の満期手形

の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しており

ます。 

   なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の中間会計期間末日満期

手形が中間会計期間末日の残高

に含まれております。 

受取手形 331百万円

支払手形 300 

※５ 中間会計期間末日の満期手形

の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しており

ます。 

   なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の中間会計期間末日満期

手形が中間会計期間末日の残高

に含まれております。 

受取手形 197百万円

支払手形 321 

※５ 事業年度末日の満期手形の会

計処理については手形交換日を

もって決済処理しております。 

   なお、当事業年度末日は金融

機関の休日であったため、次の

満期手形が当事業年度末日の残

高に含まれております。 

受取手形 83百万円

支払手形 339 

 ６ コミットメントライン契約 

   当社は、資金調達手段の機動

性確保及び資金効率改善を目的

として、取引銀行２行とコミッ

トメントライン契約を締結して

おります。 

   当中間会計期間末の借入未実

行残高は、次のとおりでありま

す。 

コミットメント 
ラインの総額 

2,500百万円

借入実行残高 ― 

借入未実行残高 2,500 

 ６ コミットメントライン契約 

同左 

  

  

  

  

   当中間会計期間末の借入未実

行残高は、次のとおりでありま

す。 

コミットメント
ラインの総額 

2,500百万円

借入実行残高 300 

借入未実行残高 2,200 

 ６ コミットメントライン契約 

同左 

  

  

  

  

   当期末の借入未実行残高は、

次のとおりであります。 

コミットメント 
ラインの総額 

2,500百万円

借入実行残高 ― 

借入未実行残高 2,500 



(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 １ 減価償却実施額 

有形固定資産 67百万円

無形固定資産 2 

 １ 減価償却実施額 

有形固定資産 69百万円

無形固定資産 2 

 １ 減価償却実施額 

有形固定資産 137百万円

無形固定資産 4 

※２ 営業外収益のうち重要項目 

受取利息 11百万円

受取配当金 23 

※２ 営業外収益のうち重要項目 

受取利息 12百万円

受取配当金 108 

※２ 営業外収益のうち重要項目 

受取利息 22百万円

受取配当金 51 

※３ 営業外費用のうち重要項目 

支払利息 51百万円

※３ 営業外費用のうち重要項目 

支払利息 48百万円

※３ 営業外費用のうち重要項目 

支払利息 99百万円

      

――― ――― ※４ 特別損失のうち重要項目 

   投資有価証券売却損 

196百万円 



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加146千株は、取締役会決議による自己株式の取得137千株及び単元未満株式の買取り９千

株であります。 

普通株式の自己株式の株式数の減少265千株は、ストック・オプションの行使によるものであります。 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加372千株は、取締役会決議による自己株式の取得363千株及び単元未満株式の買取り９千

株であります。 

  

  
前事業年度末株式数 

(千株) 
当中間会計期間
増加株式数(千株) 

当中間会計期間
減少株式数(千株) 

当中間会計期間末 
株式数(千株) 

普通株式 325 3 ― 328

  
前事業年度末株式数 

(千株) 
当中間会計期間
増加株式数(千株) 

当中間会計期間
減少株式数(千株) 

当中間会計期間末 
株式数(千株) 

普通株式 698 146 265 579

  
前事業年度末株式数 

(千株) 
当事業年度

増加株式数(千株) 
当事業年度

減少株式数(千株) 
当事業年度末 
株式数(千株) 

普通株式 325 372 ― 698



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 １ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

   なお、取得価額相当額は、有

形固定資産の中間期末残高等に

占める未経過リース料中間期末

残高の割合が低いため、「支払

利子込み法」により算定してお

ります。 

  

  
工具器具及び 
備品(百万円) 

取得価額相当額 44 

減価償却累計額 
相当額 

24 

中間期末残高 
相当額 

20 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 １ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

同左 

  
工具器具及び
備品(百万円)

取得価額相当額 44 

減価償却累計額
相当額 

31 

中間期末残高
相当額 

12 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 １ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

   なお、取得価額相当額は、有

形固定資産の期末残高等に占め

る未経過リース料期末残高の割

合が低いため、「支払利子込み

法」により算定しております。 

  
工具器具及び 
備品(百万円) 

取得価額相当額 44 

減価償却累計額 
相当額 

28 

期末残高
相当額 

16 

 ２ 未経過リース料中間期末残高

相当額 

   なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、有形固定資産

の中間期末残高等に占める未経

過リース料中間期末残高の割合

が低いため、「支払利子込み

法」により算定しております。 

  

１年以内 7百万円

１年超 12 

合計 20 

 ２ 未経過リース料中間期末残高

相当額 

  

同左 

１年以内 6百万円

１年超 5 

合計 12 

 ２ 未経過リース料期末残高相当

額 

   なお、未経過リース料期末残

高相当額は、有形固定資産の期

末残高等に占める未経過リース

料期末残高の割合が低いため、

「支払利子込み法」により算定

しております。 

１年以内 7百万円

１年超 8 

合計 16 

 ３ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

  

支払リース料 4百万円

減価償却費相当額 4 

 ３ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 3百万円

減価償却費相当額 3 

 ３ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 8百万円

減価償却費相当額 8 

 ４ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

 ４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 ４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時

価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

  

  

(2) 【その他】 

第59期(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)中間配当については、平成19年11月14日開催の取締役会に

おいて、平成19年９月30日の 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者

に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 同左 同左 

① 中間配当金の総額 106百万円

② １株当たり中間配当金 ４円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成19年12月10日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

  

(1) 有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

(第58期) 
自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

  平成19年６月28日 

関東財務局長に提出 

(2) 自己株券買付状況 

報告書 

      平成19年４月９日 

平成19年５月９日 

平成19年６月８日 

関東財務局長に提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月19日

新晃工業株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている新晃工

業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成18年４月１日から平

成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資

本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、新晃工業株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  早  川  芳  夫  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  小  西  幹  男  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  遠  藤  尚  秀  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成19年12月19日

新晃工業株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている新晃工業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成19年

４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、

中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、新晃工業株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  早  川  芳  夫  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  小  西  幹  男  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  遠  藤  尚  秀  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月19日

新晃工業株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている新晃工

業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第58期事業年度の中間会計期間(平成18年４月１日から平成

18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書に

ついて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、新晃工業株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成18年４月１日

から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  早  川  芳  夫  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  小  西  幹  男  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  遠  藤  尚  秀  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成19年12月19日

新晃工業株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている新晃工業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第59期事業年度の中間会計期間(平成19年４

月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本

等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、新晃工業株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成19年４月１日

から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  早  川  芳  夫  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  小  西  幹  男  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  遠  藤  尚  秀  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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